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総合討論

座長(酪農大:干場氏):それでは総合討論に入ら

せていだきたいと思います。 3題、 3人の方にお話

をしていただいたのですが、最初のお二人のお話

と近藤先生のお話は、共通点は当然あるのですが、

最初のお二人は行政的な方針、考え方についての

お話であったかと思います。それで国の考え方、

もちろん北海道とも関係してくるわけですけれど

も、北海道の問題としてもどういうふうに考えて

いくかというお話だったと思います。お二人のお

話と近藤先生のお話をちょっと分けさせていただ

きまして、まずは行政として、国として、あるい

は道として、どういうふうに北海道の畜産を考え

ていこうとしているのかというところに対しまし

ての、議論をさせていただきたいと思います。最

初に、先ほどご質問がありました、酪総研の土井

先生のほうからのご質問のところから入らせてい

ただきたいと思います。土井先生のご質問は、考

え方と数値目標が第5次酪肉近、国で出したもの、

あるいは道のほうで、 l年遅れで今年の3月に出し

たものはどのようなものか、数値目標が果たして

適正な目標となっているのだろうかというような

お話だったかと思うのですね。この辺につきまし

ては、僕の個人的な話なのですが、農業・農村審

議会の畜産部会のほうを担当させていただいて、

かなり議論をしたところではあるのですが、 100

万トンを北海道が、 10年後増産しますよという方

針は、北海道だけで決めていることではなくて、

国のほうからの割り当てという意味でもあったか

と思います。その辺で、これはいろいろな難しい

問題が含まれているとは思いますけれども、大橋

さんのほうからその辺の動きをお話しいただけれ

ばと思ります。よろしくお願いいたします。

大橋氏(農林水産省):私がこの問題をすべてお答

えでき司かどうか自信はございませんが、私の知

ってい司限りのことでお答えするとすれば、確か

に先ほ討のご意見がありましたように、過去の趨

勢から貝て、この目標数値を導き出そうとしても、

まずそ料は不可能だろうと思います。数学的にも

あり得おい世界だと思います。ただ、要は何のた

めに我伺は、この数字をいわゆる行政の目標値と

して皆劃んにお示ししているのかという、おそら

くそれ同答えが隠されているのだと思います。そ

ういう意味で申しますと、例えば食料自給率を現

行の40%1から45%に引き上げる。これはもうそれ

だけでも|、かなり下向きのベクトルを上向きに戻

すわけで「すから、ものすごいポテンシャルが必要

になるわけです。だから、なまじっかなことをや

っていて崎達成は不可能で、ありますD だとすれば

どうするゆかというと、それはもう関係者の方々

が最大限際力して取り組んでいただいて、その結

果、本当にぎりぎりなのですが、実現可能なとこ

ろとして設定するとこういう数字になりますよと

いうのがド基本的に現行の酪肉近、あるいはもっ

とはっきゅ言いますと、農業・農村基本計画、も

っとはっ官り言いますと、今回の基本計画以前、 2

つぐらい前からの基本計画あたりから、いわゆる

ここに書いてある目標数値といいますのは、基本

喪 L_弓た広中、点広-1;.いろ扮~~、け ri" ~ 

て、単純民そういった分析した数字ではなくて、

あくまで応生産努力目標ですよということで、示

させていただいているとご理解いただくのが一番、

私はそれが答えだろうと思っているのです。です
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から正直に言いますと、確かに先ほど先生がご指

摘されたように、これだけ本当に粗飼料を食わせ

たときに、これだけの乳量が確保できるのかとか

ですね、いろいろな問題が今は疑問として起こっ

てしかるべきだと思います。ですが、我々としま

しては少なくても、現行は、家畜改良は今の飼料

の給与体系に沿った考え方で改良目標を定めてい

るのですが、実は酪肉基本方針を作ると同時に、

家畜の改良増殖目標も定めておりまして、その中

ではいわゆるキ且飼料多給型の家畜改良目標という

世界も導入しています。従って今のままでは絶対

に達成は不可能ですけれども、いわゆる家畜改良

と飼料生産が相まれば、ここまではぎりぎり可能

でしょうねと。もっとはっきり言いますと、そこ

はもう政策的にここまで何とかしたいですという、

ある意味、農政を担当する人間の悲痛な叫びと言

ったら変な言い方なのですが、要はそういう数字

なのです。もうお気付きだと思いますが、例えば

粗倉司料だって100%という目標を示しております。

これだって正直に言いまして、l本たりとも牧草を

海外から輸入しないということですから、こんな

ことが本当にできるのかと。私が行った先々で当

然そういった声はありますけれども、これはあく

までも努力目標なのです。それは輸入したら、み

んなからパッシングを受けるとかそういう話を言

っているのじゃござ、いません。あくまでも粗飼料、

いわゆる家畜が食べるそういった繊維質が多く含

まれているもの、あるいは日本でもまだまだ生産

可能なものとして作ることができうるものである

ならば、そういったものをイ乍りましようというこ

とです。そういった、今、遊休している農地を使

ってキ且飼料生産をしましようと。一生懸命それを

作れば100%達成は可能ですよと。可能か不可能か

という意味では、可能ですよという意味で、粗飼

料100%という目標を出しています。濃厚飼料も然

りです。これも粕類とか何らかの現状を見ますれ

ば、少しj努力すればそこまでは達成可能だろうと。

だから餌の自給率は、基本的には35%となります

ね。その自給率の世界ではそういった話があるわ

けです。それから、この席で言うのが妥当かどう

かは分かりませんけれども、先ほど申しましたよ

うに畜産物の生産といいますのは、我が国のカロ

リーベースの食料自給率から見ますと、あまりプ

ラスの方向には働きません。いわゆる自給率がこ

れだけ、もっとはっきり言いますと、海外からの

輸入穀物に頼っている中小家畜がいる分、絶対そ

れは、例えば1ha米の作付けを増やしたのと、 1ha

飼料作物の作付けを増やす、あるいは家畜の頭数

を増やしたのとどっちが効くかというと、それは

米の生産を増やしたほうが自給率には効くわけで

す。だけれども、そうは言っても畜産物というの

は、圏内で作っていく必要があるでしょう、それ

は、国民への安定した食料供給という意味では、

当然、農林水産省が果たすべき役割でしょうと。

そのときには極力国民には、安全で安心な国産の

ものを食べていただきたいということで、そこに

ついても自給率目標をそれぞれ設定しているわけ

ですね。従って、この北海道の目標なり、全国目

標でも同じことなのですけれども、結局その中で

特に牛肉は今後とも伸びますね、ということでそ

れで増やしています。それから牛乳は確かに今後

大幅に伸びるとは思えませんが、そうはいつでも

あまり減産型のことを目標として示すのはいかが

なものかということもございまして、ある程度の

増産するものとして一応示せていただいています。

ちょっと言葉足らずかも知れませんがそういうこ

となのだと思うのです。

座長:ありがとうごさ、います。今、大橋さんのほ

うからお話をいただいて、道のほうの、先ほど上

回さんのご質問のときにもちょっとお話をされま

したけれども、そのほか何か追加されることがあ

りましたらお願いします。

上田氏(道庁):私のほうからは、やはり食料自給

率の向上ということで、北海道が期待されている
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部分が非常に大きいものですから、生乳生産も伸

ばしていますし、飼料自給率も掲げております。

なぜ、畜産なのかという話があると思うのですけ

れども、国が示している望ましい食料消費の姿で、

l人当たり平成15年度と平成27年度と、消費が伸び

て望ましい食料消費の姿、まだ伸びる余地がある

というは、牛乳、乳製品だったりとか、牛肉だっ

たりしているわけなのですよね。

つまりそういった食料消費の望ましい姿を踏ま

えて、この品目の消費は伸びるから、そこの部分

を、国産を増やしていこうという考え方に立って、

国のほうでもたぶん数字を作られていますし、北

海道もそれを踏まえて数字を作っているというこ

とでございます。言い換えれば、まだまだ乳製品

と牛肉は伸ばせる余地がある品目なのかなと私と

しては考えております。

座長:ありがとうございました。今、お二人の方

からお話をしていただいたのですが、ご質問され

た土井先生のほうではいかがでしょうか。

土井氏(酪総研):中央政府、地方政府のお考えに

なっていることは、今のお話でよく分かりました

し、数値目標を出すということも分かるのですね。

私は一時期、総合政策学部というところに席を置

いて、政策立案とそのチェックといったようなこ

との専門家の話を聞くことがしばしばあって、半

分納得して半分納得できないかったわけです。そ

れは10年後の数値目標を設定して、すべての政策

について工程表を設けて、毎年毎年それを見直し

て、欠点をチェックして先ヘ進みましようという、

これからそういう政策の時代なのだと言われても、

食料生産の政策ってそう簡単にいくはずないとい

う意味で納得できませんということを、政策学の

専門家には申し上げているのですけれども、まさ

にそういうことだと思うのです。 45%の自給率を

描いて、そのためにはこういう政策を取るべきだ

とやっていくと、数値目標が甚だ実現困難なもの

になって、それを毎年、工程でチェックしたら、

うーん、|この政策はうまくいかないねなんていう、

最初かりできもしない数値を上げて、うまくいか

ないねなんてやるのは、そもそもナンセンスじゃ

ないかと、そういう疑問を私は持っているのです。

北海道寸将来、乳牛が100万頭増えるなんて本当か

ねという、l頭当たりの乳量がそんなにこれからも

増えるのかなとか、いろいろ疑問が出てまいりま

す。まあ、でも分かりました、政策というのはそ

んなもので、その範囲で受け止めればよろしいの

かという|ことですが、現実はそんなに、政策で努

力目標、|夢を描くのは、ある意味では結構です。

けれど到、幻想を私たちに振りまかないでいただ

きたい制いうような気もいたします。なかなか現

実は厳引いということですね、以上です。どうも

ありがEうございました。

大橋氏川今のお言葉で、実は一番苦労しているの

は我々でございまして。毎年毎年、成果を出せと

言われ劃して、じゃあ、作付面積が伸びるのかと

いいま引と、逆に減っております。じゃあ、お前

ら1年間何をしてきたのだと。何をしてきたのだと

言われま|しても、我々は精いっぱい、これは言い

訳ですか|らあまり言いませんけれども、そういう

意味で非常に苦しい立場に自らを追いやっている

ことも事庚です。ただ先生、今のお話で幻想、とい

う言葉を〉使いになりましたが、幻想という言葉

だけはちはっと、我々の考え、意図するところと

は異なる同ニュアンスの表現だろうと思います。あ

くまでも十生産努力目標だということで、捉えて

ただけ仇ばと。少なくともそれに向かつて

のだといゆ、関係者の一致団結した心がないと、

とてもそにには到達しませんし、そっちの方向に

ベクトルが向かうことすらできないでしょうとい

う気持ち主、込められているものだと、ご理解いた

だきたいほこ思います。

座長:今にの議論に関して、どなたかご意見とい

う方はいらっしゃいますでしょうか口よろしいで

しょうかJ上回さんの後半のスライドにもありま
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したように、数値目標は確かにあるのだけども、

それがある条件でクリアできたらという条件付き

で、じゃあ、こういう方向に向かおうというとこ

ろに関しましては、第5次酪肉近のある意味では思

想という点では、非常にいい考え方、特に北海道

の現状を踏まえたものになっているのじゃないか

なという感じはしておりますけれども、いかがで

しょうか。この問題につきましては。それでは、

一応先ほどのご質問に関連したこととしましては、

そこで切らせていただきまして、あとそのほかに

行政の考え方に対しまして、ご質問やご意見がご

ざいましたら出していただければと思います。

寵田氏:所属はございません。寵田と申します。

先ほどの議論とたぶん関連するのでしょうけれど

も、放牧ということの記述についてなんですが、

大橋きんからお話のあった、府県の中山間地と耕

作放棄地を草地なり何なりにして放牧を盛んにす

るというのは、大変結構なことだと思います。と

ころが、北海道ではかなり広い放牧地があるにも

関わらず、放牧が、私の現役時代、昔の何十年か

前に比べたら極めて減っているというふうに思う

のです。その減るには減る理由があったのだろう

と思うのですよ。その辺も専門家から教えてもら

えれば幸いなのですが、たぶんそれは乳量を増や

すために濃厚飼料をたくさんやるということだろ

うと思うのです。l戸の農家でたくさん乳を搾って

たくさんの収入がないとやっていけないから、放

牧なんかやってられないと、多少飼料に金を掛け

てもエサをいっぱいやって、いっぱい搾ったほう

がいいということだろうと私は推測しているので

すけれども。それをそうでない形、例えば極端な

ことを言えば、乳量が減ってもいいから手間をか

けないで放牧にしようということに果たしてなる

のかどうかという、努力目標だけで、今、そうい

うふうに済ますような話でしたけれども、その辺

を、これどなたに聞けばいいのか分かりませんけ

れどもね。私は獣医師なものですから、いわゆる

共済の死廃率とか、事故率というのに興味がある

のですけれども、粗飼料多給型の酪農と、濃厚飼

料多給型の酪農では事故率が完全に違います。こ

れは濃厚多給ですと、特にいわゆる生産病といわ

れる、まあ乳房炎は管理との関係があるのであれ

ですが、粗飼料多給型ではぐっと下がります。そ

う言うわけで、私の専門領域から言えば、なるべ

く濃厚飼料をやらないで、粗飼料をやって乳を搾

ったほうがいいよという話になるのですけれども。

そうならない理由があるのでしょうから、それを

どうしたら放牧を増やす、そういう方法が具体的

にあるのかどうかということをどなたからかお聞

きしたい。

座長:ありがとうございました。今、龍田さんが

おっしゃったことに関連してご意見、ご質問、フ

ロアのほうからございませんでしょうか。よろし

いでしょうか。それでは上田さんのほうから。

上田氏:放牧なのですが、たぶん私では足りない

部分があるので、後で大橋室長のほうから補足し

ていただきたいと思うのですけれども、やはり放

牧は、先ほどの説明のときに話しましたけれども、

昔よく農家の方はやっていたけれど、どうしても

糞尿で収穫できない部分があって生産性が、落ちる

ので、効率的に草を取りたいから放牧をやめて舎

飼いにする。それで、やはりアメリカ的な飼育技

術というのが、北海道で浸透した結果なのかなと

思います。さらに情勢的に言えば、プール乳価が

まだ高かったのじゃないかと思うのです。ですか

らある程度プール乳価が高ければ、飼料費を掛け

ても差額がありますから、ぺイできるような状況

に昔はなっていたのかなじただ今は、先ほど言

いましたようにプール乳価が75円で、さっきの話

で生産費が67円ぐらいですから、プール乳価はも

う今後、そんなに上がることはなくて、横ばい、

もしくは下がる傾向にあって、どうやって所得を

確保していこうか、つまりコストを下げなきゃい

けないし、さらに言えば、昔以上に環境問題がう
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るきくなって糞尿処理も大変だと。またさらに言

えば、昔の粗放牧ではなくて、このごろ集約放牧

とかそれなりの技術が確立しつつあり、放牧をや

りながらも 10，000kgぐらい搾っている農家の方、

優良事例がございますので、土づくりから放牧を

見直して、ある程度高度な集約放牧技術などを普

及することによって、放牧はもっと広がるのじゃ

ないかなと考えております口現に先ほども資料で

説明しましたが、国の新たな事業で、放牧を経産

牛で90日やればlヘクタール当たり8，000円出ると

いうのがありますので、そういった事業がインセ

ンテイプとなって、現に平成18年度は放牧が増え

ているのじゃないかと思っています。

大橋氏:補足といいましょうか、私の思っている

ところでありますと、やっぱり今、上田さんがお

っしゃったように、いわゆる乳価とエサ代の比率、

乳飼比といいましょうか、あれのバランスが昔は

高かったかなということが一番大きかったのでし

ょうが、それともう Iつは、これはあまり言うとあ

れなので言いたくないですが、乳成分取引、牛乳

の取引がどうしても乳脂率に縛られて今までは取

引されたり、価格も決定きれていたと。言ってし

まったら、乳脂率が低いとペナルティーを課せら

れたりしていたということがございまして、どう

しても乳脂率を高めるということで、濃厚飼料多

給のほうに向いてしまうということがあったと思

います。ついこの間までは正直言いまして、ちょ

っと変な言い方で、すが、際限なき規模拡大という

表現も使われていまして、ともかく所得が減る、

いわゆる単価が減る、それを補うためにともかく

多頭化する、それで多頭化して今度は労働力があ

っぷあっふ。して、非常に経営自体が苦しくなると

いう、ある意味なかなか難しい、出口のないよう

な状況になっていたわけなのですけれども、最近

北海道でも各地で放牧研究会を自主的に、これは

行政も何も入らなくて自主的に放牧をやってみた

いという人が集まっていろいろな活動をやってい

らっしゃるとか、そういった取り組みも今、いろ

粗飼料でJりない分を濃厚飼料で、載せるという考

え方をし|てきたのですけれども、そうではなくて

粗飼料も交類もいろいろなダイエットの一部で、

それをどう組み合わせてリクワイヤメントを満足

するかと川う考え方に変わってきたのです。粗飼

料の中に隠草なり、サイレージなり、もちろん生

草、放牧Hというのはあるのですけれども、そうす

ると放牧は毎日成分が変わるし、どれだけ食うか

分からな当。グラスサイレージを基本にして、そ

の上で組み立てて12，000とか15，000kg搾ろうと
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思うと、とことんまで調整しなきゃならないので、

そうすると放牧はそこで落ちるのです。少なくと

もアメリカの、当時リードとかチャレンジとか言

われましたね、.皆さんが夢中になって追求した時

代があるのですけれども、そのときはそういう考

え方できたのですよね。それで、やっちゃうと、そ

れまで欧州を中心に、また日本の古い研究者なん

かもずいぶん放牧のことをやっていたのだけど、

それを全部、一度ゃめちゃって、放牧もオプシヨ

ンのlつだとするならば選びにくいエサでしょう

ということになって、一度研究がストップしてい

るのです。最近放牧がしきりに見直されているん

ですけれども、先ほどのスライドにあった、それ

まで牧区を変えない粗放の放牧というんですが、

それはいろいろなやり方があるので、ストリップ

だけが集約じゃないんです。いろいろな集約放牧

のやり方があるわけで、一部でストリップ放牧を

推進している人が、集約放牧とストリップ放牧を

一緒に使っているものだからそうなったけれども、

道の人たちも皆さん知っていますし、北農研セン

ターでも定置放牧で、ず、いぶん試験をやっておられ

るようですから、集約的にやろうと思えばいろい

ろなやり方があるんです。 lつの技術をもって、こ

れでいかなきゃだめだというのは、それこそ70年

代の新酪農村で、みんないいかげんいい迷惑を被

ったんだから、そう言わずにオプションとしてこ

ういうこともあるという話をして、きちんと見て

いかなきゃならんなと思います。

それからウェルフェアのことが出ましたけど確

かに、先ほど紹介しませんでしたが、 EUでは例

えば乳午、酪農家のウェルフェア基準をモニタリ

ングするときに、先ほどの90日で7，500円じゃない

ですけれども、ある一定時開放牧に出すとウェル

フェアの点が上がっていきます。これは問題があ

って、もう完全にアプリオリなんです。放牧はい

いということを前提としていて、なぜいいかとい

う研究はありません。それは、私は非常に不満で、

す。もしかしたら悪いかもしれないんじゃないか

と思っているところもあるので、本当にそんなに

アプリオリに信じていいのかと私は思っています。

座長:ありがとうございます。で、は小関さん。

小関氏(道立畜試):畜産試験場の小関で、ござ、いま

す。私は10年ぐらい前は根釧農試、中標津にある

試験場で放牧の研究をやっており、久しぶりに現

場ヘ復帰したんですが、今は、先ほど壇上からも

紹介がありましたけれども、地域の農家の人たち

が、いろいろ放牧を新しくやってみようと、それ

から高泌乳牛でも放牧をやってみようと。それか

ら高泌乳じゃなくて、今の皆さんが考えているの

は、一方は、乳量の生産を高める放牧というのと、

もう Iつは、いわゆる有機につながるような、化学

肥料なり濃厚飼料をできるだけ抑えながら経済的

に成り立つような放牧をしてみようという生き方

もある。その両方の人たちが、お互いに意見交換

をしてやっていくというのを、サポートするとい

うことをやっております。それは置いておいて、

ちょっと先ほどの、もうほとんど語られたんです

が、私が研究をやっていたときに思っていたのが、

10年前は放牧で8，000kgは搾ろうというのをlつ

の目標としてやってそれは実現しましたが、今は、

紹介がありましたように、農家の皆さんがもう

10，000kgを放牧で搾るような技術を自前で、持っ

て実践されているという時代です。10年前にもう l

つ問題になったのは、放牧をやるとどうしても乳

脂率が下がるんですね。脂肪取引があったという

ことで、乳脂率が3.6%を切って、 3.5、3.4台にな

ってしまうとなると、放牧を進めても生産するミ

ルクを引き取ってもらえないからできないよとか、

周りの生産団体からそういうミルクは出荷してく

れるなということがありましたので、時代は変わ

ってきたということがlつ大きくあると思います。

もう lつは諸外国と、北海道は特にそうですが、必

ず冬は舎飼いがあります。半年以上舎飼いがあり

ますから、その聞の飼い方と、それから夏場の飼

-47- 北海道家畜管理研究会報，第42号， 2007年



い方、それを大きく外に出す放牧の飼い方として

技術を転換するということについて、TMRの技術

とか新しいエサのやり方の技術が入ってきて、そ

れを取り入れた経営者が、そうしたらこの飼い方

を通年やるほうが技術のパート、自分の持ってい

る技術を増やさなくても安定した飼い方ができる

という、生産構造、それから頭数も増えていると

いう感覚がありましたから、そういう技術を組み

立てる構造で放牧が少なくなってきたということ

もI点あるかと認識しています。

座長:ありがとうございました。そのほかに、今、

放牧ということがちょっと話題になっていますけ

れども、そのあたりでご意見はござ、いませんでし

ょうか。

平山氏:私も先ほど質問していた龍田きんとは、

畜産試験場で一緒に仕事をした平山です。先ほど

いろいろ議論きれていたことの中で、放牧がなぜ

なくなったかというか、舎宮司いになってしまった

のはなぜかということも龍田さんからの質問の中

の入っていたと思うんですが、私のように長生き

していますと、古い時代のことを多少思い出すわ

けですけれども、昭和30年代までは間違いなく数

頭の牛を飼って、冬は舎飼い、夏は放牧というの

が普通の酪農家のスタイルであったわけです。こ

こで振り返ってみるとトラクターが出てきて非常

に大量の粗飼料生産が可能になったという技術が

入った。それからミルカーが出てきたという時代

なんです。私はやっぱりこの2つの機械化というの

は非常に多頭数飼育な形に、そっちへ向かってい

ったと。そして先ほどお話の出た、通年舎飼の形

も取れるようになってきた一番大きな原因でない

のかなと思っています。次々と通年舎飼の中での

主要技術が開発きれて、提案されてきた。その問、

放牧に対してはパラ線で囲うという形の技術以外

何もなかったということが、放牧が消えていった

最大の理由ではないかなと今、考えています。最

近変わってきたのは電牧だとか、放牧に対するい

ろいろな資材も出てきた、技術指導も出てきたと

いうことで、やっと少しまともな形の酪農に変わ

ってきτいるのかなという感じは受けています。

ちょっ記古い話で申し訳ないです。

座長:めりがとうございます。それではもう lつ、

お二人のお話に関連して、先ほど道の出口さんの

ほうか副環境の問題のご質問があったかと思いま

す。これも北海道の畜産の将来を考える上で、非

常に大ぎな問題だろうと思います。家畜排池物法

同事Y首 施 行l:--t_rη ア式T.フ主E>-し通行持河}戸、

けれども(、果たしてこれで環境の問題は解決した

と言えるlかどうか。先ほどのお二人のお話の中に、

その後叫環境に対するいろいろな政策的なことも

入ってき到ておりますけれども、その辺について何

かご意見はございませんでしょうか。出口さん、

何かほ桝にご意見はございませんでしょうか。

出口氏(道立畜試):たぶん情勢で変わると思うん

ですけ料ども、先ほど言わなかったことですが、

飼料自給率10%向上は、食料自給率1%の向上につ

ながる。|資源循環型畜産をやって、そのときに生

産量その|ものを下げたら、おそらく食料自給率の

向上につ|ながらないケースも出てくるのかなと口

そうした|ら、そういう食料自給率向上の傘の下に

入らない|のかなと思ったので、お聞きしたんです

けれどもL先ほどの質問の意図はそういうことで

した。環瞬間題について、また皆さんから意見を

いただければ勉強したいと思っております。

座長:いかがでしょうか。環境問題のことは、絶

対に大事陀ということは、お話が必ず出てくると

思います|し、その通りだと思いますけれども、じ

ゃあ、具体的な方向として、例えば先ほどのお話

10頭以上飼っ

クリアできる

海道の場合で

そんな方向性

ていま

ょっと国ある
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いは道のほうから、大橋さんのほうからもお話し

いただければと思うのですが、いかがでしょうか口

大橋氏:きっき上田きんのほうからも話がありま

したが、酪農飼料基盤事業という、これは去年、

実は出来たわけでございまして、それまでは土地

利用型酪農事業ということをやっていたわけなん

ですが、あの事業をつくったときに、かなり内部

でも検討しましたし、財政当局ともいろいろやっ

たわけなんですが、やはり今からそういうふうに、

もし国が助成するというか、何か支援するんだと

すれば、やっぱり今ありますように、環境面でこ

れだけ努力した、努力したという表現は悪いんで

しょうけれども、そういったことに対する評価と

いうのを適正にやるべきではないかという話があ

ったわけです。それで今の酪農飼料基盤の事業が

生まれたわけでございます。今後これが発展して、

例えばEUのオランダなんかで、やっている環境法

みたいな法律までいくかどうか、それは今の段階

では何とも申し上げられませんが、確かに今まで

そういった、いわゆる環境面を配慮して、いろい

ろな制度を補助するという仕組みが、そもそもあ

まりなかったものですから、そういう意味では画

期的な事業なんだろうなと我々も考えております。

結局、環境に配慮できない産業というのは、やっ

ぱりいつか歪みがくるんだろうと思っているので

す。これは役人の私が言うべきかどうかというの

はよく分からないのですが、だから将来的には、

さっきちょっとお茶を濁しましたが、実は我々み

たいに飼料作物生産を振興する立場から言えば、

いわゆる飼える面積分だけで飼える頭数で十分な

のではないかというような発想もあるんです。そ

っちのほうが自給率的に見ますと、粗飼料自給率

で100%近くなるわけですから。だけど先ほどおっ

しゃったように、それだと今度は供給する食料と

してはいったい、いかがなものなのかといった議

論が出てくる。この議論は突き詰めていくと、日

本に本当に農業というか、畜産業は必要になって

くるんだろうかという話にもいく話なんですね。

ですから、ある意味そこでは非常にナーパスな話

でありますし、これを検討するときには相当の議

論が必要になってくると思います。ですから、一

足飛びに、そういった環境から見た家畜飼養頭数

の制限というところにはいかないと思います。た

だ、今回のこの事業がlつの足掛かりであることは

事実だろうと思います。

座長:上田さんにお話しいただく前に、今、一足

飛びにきつい環境の規制をするということは、こ

れはもう無理なことだと思いますし、ヨーロッパ

なんかでもそんなやり方をしないで、ず、っと長い

日でというようなやり方をしていると思うんです

ね。ただ、例えば牛乳を、海外からエサを輸入し

て生産をして、その牛乳の生産量は確かに上がっ

てはいるんですが、それで消費がなかなかうまく

はかどらないで、いろいろな問題、生産調整の問

題が起きてくる。一方では、だんだん高くなって

きているエサを海外から購入しながら作った午乳

でチーズを作る。チーズの中に本当に栄養的に、

エネルギー的に残ってくるのは、果たして何ノt一
セントかなということを考えますと、飲用乳を圏

内で絶対に確保するぞという考え方と、加工乳と

は本来違った考え方があってもいいのかなという

ような気もするんですね。ノルウェーは確かそう

いう政策を明らかに取っていると聞いています。

そう考えますと、果たしてそういうものも含めて

適正な、それは環境問題と常に絡んでくるわけで

すが4 適正な生産量ということをどういうふうに

考えるべきなのかなと思うんですが、その辺をち

ょっと、急にふってしまって申し訳ないんですが、

上田さんのほうから。

上田氏:まず環境の話なんですけれども、まさに

なかなか一足飛び、にはいけないものだと思います

し、今、 2分のlリース補助事業で堆肥舎が、平成

19年度にやっと全道、農家に整備されるという段

階でございます。また、畜産環境規範も平成17年3
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月にできて、農家の人に守ってもらっているとこ

ろということで、ございまして、さらに言えば、酪

農飼料基盤拡大推進事業でl頭当たり40aと、さら

には環境調和の取り組みなどの事業もできました

ので、そういったものをいろいろとインセンテイ

プを付けて、環境保全的な畜産経営を推進するの

かなじじゃあ、例えば頭数当たり規制といった

としても、頭数当たり規制が本当に環境保全的な

のかと。例えばI頭当たり40a持っていたからとい

って、糞尿を同じところにず、っと捨てていれば、

堆肥に戻していれば、それはいくら頭数のハード

ルを超えていても、環境には優しくないんじゃな

いのかなというのもありますし、そこはやはり糞

尿の適正な、例えば1ha当たり何tぐらい窒素を吸

収できるのかというのを踏まえた上で、頭数規制

というよりは、糞尿を適正に堆肥として還元する

という行為が重要なのかなという気はしています。

それと海外からの輸入、この議論はよく干場先生

ともさせていただいているんですが、たぶん干場

先生が言わんとしているところは、今はたぶん飲

用500万トンぐらいあって、だから今、 800万トン

ぐらい国内生産しているやつは、もう 500万トンぐ

らいにシュリンクしちゃって、1，200万トンですか

ら、あと700万トンぐらいは輸入してもいいんじゃ

ないかと。極論的に言えば、そういうイメージだ

と思うんですよね。生の部分と飲用の部分だけ圏

内で、作って、残りの部分は海外から入れたらいい

んじゃないかと。いつもこれは同じお答えをして

いるんですけれども、いくら海外から輸入しょう

が、圏内で、作ったチーズのほうが、海外から輸入

するチーズよりも、それは食料自給率は確実に上

がりますよ。それは計算上そうですよね。全部、

100%輸入するよりは、ちょっとでもチーズを作っ

たほうが、絶対に自給率が上がるはずだし、今260

万トンぐらい生乳換算で食べているチーズ、今後

も増えるかもしれませんが、300万トンぐらいにな

るかもしれませんけど、国民はチーズ、がやっぱり

いと思うのを、すべて海外

。そういった議論もあると

と思いますし、まあ、そう

大橋さんがおっしゃった、

産をして、その土地基盤に

見合っ対生産の中で、それを牛乳として消費したり

チーズ凶したりするのは、これはもうまったく問

超えたと|ころで濃厚飼料なりを買ってきて牛乳を

生産す引というやり方が、今はだんだん、先ほど

の価格臼体の問題もあって、なかなか難しくなっ

てくる品は思いますけれども、やはりその問題も

環境の問題をきちっと、規制をだんだん適正にし

ていくと|、自然にそういう問題も変わっていくん

じゃない|かなと考えているんですけれども。先ほ

ど上田き|んが言ったこととパッテイングしている

というわけではないんですが、そんなふうに考え

ています|。何かその辺のことに関しまして、ご意

見はござ1いませんでしょうか。

それでは、環境のほうの問題も一応ここまでに

させていただきまして、まだいろいろあるかと思

いますがド最後といいますか、 3人目の講演をして

いただいた近藤きんのほうの話についての議論に

移らせてドただきたいと思います。

いという|こととは全然別な基準として、そういう

考え方が凡ってくるよ、そういうことについて、

ことではほいかなと思うんですけれどもこのあた

りにつき皆して、ご質問やご意見がありましたら

お願いしたいんですが、いかがでしょうか。

近藤氏(北大:学生):北大の畜牧体系学教室の近
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藤です。先ほどの近藤先生のお話で感じたのは、

EUの圧力というのが、何か捕鯨の問題にすごく

近いのかなと感じたんですが、捕鯨のようなこと

になったら、かなり大問題なのかなと思うんです

が、そこまでの危機的な状況ではないんですか。

近藤氏:捕鯨の問題は、僕はそんなに詳しくはな

いんですが、一通りのことは知っているつもりで

います。ただ、最初に捕鯨の問題が起こったのは、

やっぱり頭数が減っているだろうと指摘した研究

者がたくさんいて、これ以上捕ったらだめだとい

うことになったんですけれども、じゃあ、そのと

きの議論は「いや、まだいる、まだ捕っても大丈

夫なはず、だ」、「いや、これ以上捕ったら危ない」

という議論から、非常に感情的な議論になってい

ったのと、鯨を食べる文化、食べない文化の対立

みたいになってしまっていて、今はどっちかとい

うと食べてもいいんじゃないかと日本が少しあれ

しているんですけれども。そこにもしかしたら経

済戦争がどこかで、かぶっているのかもしれません

けれども、今話した問題は2つあって、 lつはウェ

ルフェアといったときに、家畜が苦痛を感じると

か感じないのは、世界中どこへ行っても同じなん

だけど、それをどうとらえるか、例えば、殺して

いいとか、殺してはいけないというのは、文化の

違いでものすごくとらえ方が違うでしょう。まず

それがlっと、そのとらえ方の中で法律をつくっち

ゃうと、それに対して生産コストを掛けた連中は、

国際的な競争力で弱くなっていっちゃう、だから

世界中同じ基準で、やってくれということを要求し

始めているということなんです。経済戦争と文化

的な背景と2つ重なっちゃっていて、あえて言えば、

本来のウェルフェア、家畜をコンフオートに飼っ

てやろうというところが少し見失われている面も

あるのかなと思っているんです。我々は、より家

畜を快適に飼ったほうが生産が上がるだろうと思

っているし、人も幸せ、家畜も幸せが一番いいん

だろうと思うんだけれども、我々がそう主張して

も、グローパリゼーションの中で通らなくなっち

ゃう恐れがあるよということを、そういう可能性

もありますよということを、今日申し上げたつも

りなんです。回答になっていますか。

近藤氏(北大学生):ありがとうございました。

座長:はい、どうぞ。

石谷氏:専修大学北海道短大を退職いたしました

石谷でございます。家畜管理研究会の会員でござ

いました。この際、近藤先生に最初にいきなり消

費者という文字が出てきましたので、これはすご

いと私は思いました。今、北海道は北海州になろ

うとしています。北海道州は日本における、今、

目玉です。世界各国から眺められています。その

輸出力に期待をしているからです。その中で北海

道畜産の将来を考える、これは固から言われた通

りやっていればいいという時代はもう過ぎている

んです。自分の力でお客さんを探す時代です。す

でに始まっています。プランド製品です、名前を、

自分たちで作った生産品のプランドを、北海道で

できた地域のブランドを売り込もうとしているん

です。私はその3月までに空知農業機械化情報懇話

会の幹事もやっていましたけれども、そのときに

生産者のほうに話しました。行政とのつながりの

在り方について話しました。行政は変わりました

よ、もうかつての行政じゃありませんよ、行政主

導型は終わった、行政は補助金が少なくなります

よ、ただし北海道プランド米のパックアップはし

ますよと。司会をやっていたものですから、それ

を生産者の人方に話しました。そうしたら行政の

人は喜んだ、補助金をそんなに使わなくてもいい

から。その代わり検査、それは厳しいですよ、行

政のほうは。それだけ胸を張って世界に売り出そ

うとする、 WTOにも、さっき言ったIEOにだっ

て、それのほうにも胸を張って出せるような品物

を、北海州からすぐサハリンに売ればいいんです

よ。すぐ、中国に逆輸出すればいいわけですよ。

高くても買いますよ、食べ物は。食べたいんだか
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ら、プランドですよね。そうです、食べ物だから。

さっき畜大の柏村先生に話しましたが、機械、施

設が優先して、それで農業がこれだけ、皆さんの

勤勉、実直な北海道農民がこれまで、にやってきた。

これからが花が開くときで、す、頑張ってください。

以上です。

座長:ありがとうございました。そのほかにござ

いませんでしょうか。近藤先生に僕のほうからち

ょっとお聞きしたいんですが、ヨーロッパとかの

動きをお話しいただいたんですけれども、日本で

具体的に、例えばどういう飼い方は、だめだとい

うことが、そういうことの規制のような話が、ど

のぐらい進んでいるのかというあたりについて、

お聞きしたいんですけれども。

近藤氏:一応、欧米並みのコードという形で、動

物愛護管理法があるんですけれども、先ほどちょ

っと紹介しましたが、あまり強い規制はないんで

すよ。逆にラジカルなアニマルライテイストたち

から我々を守る法律になってしまっている面もあ

って、昨年か何かにあったんですけれども、日本

でもラジカルな連中がいて、この場合、やられた

のは大学の研究室とか試験場の実験室なんですけ

れども、研究者を装って入っていって、写真を撮

らせてくれと言って、実験動物、我々で言えばカ

ニューレ牛なんかの写真をバチバチ撮って、ホー

ムページに掲載して、この大学ではこんなひどい

ことをしているという話を一生懸命、これは実は

アメリカの中の動きの一番の末端であったんですD

そのときにもちろん、当然その団体の連中が来て

抗議をするんですけれども、いよいよになった場

合は、先ほど示した動物愛護法の精神に、それに

うちは違反していますかということは言うことが

できるんです。もし違反しているとしたら警察を

連れてきてくださいと、法律ですから口明らかに

あの法律に違反するような牛飼いをしていたら、

これはちょっと牛飼いとしてもちょっとまずいん

じゃなりかというようなレベルですから、逆に本

当にそういうことを言われたら、じゃあ、警察を

連れてきてください、弁護士を連れてきてくださ

い、あの法律に私どもが違反しているかどうか見

てみま科ょうということになるんですよね。個人

的に突づ込まれたら、そういう環境テロリストみ

たいなのにやられた場合は、逆に我々を守る法律

でもあるという面はあるんです。

座長:今のお話は、いわゆる家畜、動物権利主義

者のほうlのお話ですよね。いわゆる通常、酪農家

なり、肉牛生産をしている農家さんが、具体的に

る可能組があるのかどうか。それは、もしあると

したらし1つごろなのか、あるいは、あまりしばら

くはそう|いうことはないということなのか、その

辺はい桝がでしょうか。

近藤氏 :1一時期あったのは、ちょっと例を出した

霜降り肉のための飼い方ですね。あれがもし、あ

のまま日夕ミンAをとにかくやめればいいという

状態だ引たら引っ掛かったでしょうけれども、今、

あれは弱る時期に、ある期間だけ外せばいいとな

ったので、ちょっと違うかなと思います。それか

ら密飼川もそうだし、もしかしたらスタンチョン

が今後引っ掛かる可能性があるかもしれないし、

全然放牧に出さないでつなぎっぱなしという農家

が引っ掛かる可能性はあるかもしれないですね。

まだそこ|のところまで、きちんと法律では規制し

てないで|す。ちょっとついでに、少しその部分で

しゃべらせていただきますと、ライテイストまで

いかなく「ても、アニマルウェルフェア絡みの団体

のニュ-[Aレターが、私のところにちゃんと来る

今の飼い方の中では、アニマルライテイストが言 どちょついと例を出しましたけれども、非常に皆き

っているほど、我々は普通の飼い方であれば違反 んも感じトているところだと思いますけれども、先

していないのが普通なんです。もしゃるとしたら、 ほど石谷托生がおっしゃったように、消費者と生
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産者の距離がものすごく離れているんです。本当

に知らないです。本当に知らない人たちが牛の飼

い方を見たり、豚の飼い方を見て仰天する。僕ら

にとっては何の不思議もないことに、何てひどい

というふうに、まず、思ってしまう部分があるんで

す。いわゆる食育教育、食育教育ってずいぶん指

摘されてやらなきゃいけないんですけれども、ま

ず、安心、安全で、見せたいところだけ見せるんじ

ゃなくて、放牧地を牛が歩き回っていて、いやあ、

やっぱり北海道の牛乳は安全だというところだけ

じゃなくて、冬の飼い方も見せなきゃいけないし、

牛ってこうやって飼うものだと。これなら、ここ

までは大丈夫なんだということを、きちんと消費

者に対して見せないと、我々のものはウソをつい

たことになる。本当に、さっきスタンチョンの話

を出しましたけれども、アニマルウェルフェアを

やっている中心のコアの連中は、やっぱりそれだ

け勉強しているので、ある程度いったら殺さなき

ゃならないし、そういう飼い方も、虐待はしてな

いということは分かつているんです。ただ、その

連中のパワーの源は、一般消費者なんですよ。何

も知らない人たちの投書なんです、それがパワー

の源で、それを彼らは止めようとしていません。

そういう投書が来る、あんな飼い方をしている、

一年中、牛を鉄の棒の聞に挟んで、首を挟んで飼

っているというような投書は、平気でニュースレ

ターに載っけてくるんですよね。首脳の連中と話

したって、そんなことは当然思、つてないし、あれ

はスタンチョンといって、I日何時間放してやれば

いいし、あれはあれでlつの方法ですということは

分かつているんだけれども、そこのところの底力

の部分は、いつもそこをリリースしちゃっている

ので、逆に我々は消費者に対して、もっときちん

と牛の飼い方なり、豚の飼い方なり、鶏の飼い方

を言っていかなきゃならないと、そこでウソがあ

ったらいけないと思います。

座長:ありがとうございます。時間があと10分ぐ

らいになってきたんですが、このシンポジウムは

ご存じの通り、北海道の将来を考える会というこ

とで、今回いろいろ、北海道の将来を考える上で

の問題点を整理していこうということが、大きな

目的になっております。行政のほうの考え方もお

聞きして、それから今までちょっと私たちが目を

向けていなかった、でもこれから非常に大事な点

のお話も聞いてということで、将来の北海道の畜

産を考えようということなんですが、今日お話し

されたテーマにかかわらず、北海道の畜産の将来

をこういうふうに考えるべきではないかというよ

うなご意見がございましたら、ぜひ出していただ

ければと思いますけれども、いかがでしょうか。

はいどうぞ。すみません、義平さんのほうから。

義平(酪農大):酪農大の義平と申します。全然、

提言じゃなくて、実は質問をして、こんな研究は

将来役に立つのかというのを、大橋さんと上田さ

んのほうからお聞きしたいなと思うんですね。と

いうのは、組飼料の自給率を高めることも大事な

んですが、濃厚飼料の自給率を高めることはそれ

以上に食料自給率の向上に寄与するという話もあ

ったと思うんですけれども。自給率を高めるとい

うのは、TDNの高い草を食わせた放牧なんかで濃

厚飼料消費量を減らすということもそうなんです

が、逆にある程度は濃厚飼料は食わせなきゃいけ

ないものだという前提で、濃厚飼料自身を生産す

ると。それは麦でもトウモロコシでもいいんです

が、濃厚飼料用の飼料作物生産ということに、ち

ょっと研究を一歩踏み出すかな、どうかなという

ふうにちょっと二の足を踏んでいるところがある

んですが、それはどうなんでしょうか、将来、価

値があることなんでしょうか。行政の人の立場か

らも聞いてみたいなと思いまして、お願いします。

大橋氏:まず基本的に、これは我々の既成概念な

のかもしれませんが、基本的に我が国とアメリカ、

オーストラリア、ブラジル、こういった国々を比

較しますと、まず農地面積がまるで違う。それか
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ら降水量が、日本だけが特異的に多いで、すよね。

そういった条件からしますと、基本的にトウモロ

コシのような南米原産の植物、 C4植物について、

実の部分のC2部分だけ生産するということでや

れば、やっぱりこれは経済的にぺイする可能性と

いうのは、極めて低いんだろうと思うんです。た

だ、おっしゃる通り、濃厚飼料といいますのはト

ウモロコシだけではございません。もちろんソル

ガムもございますし、もっと極端に言うならば、

日本で一番向いている穀物は何かというと、それ

は米ですよね。今、実際に米をエサに使う、米そ

のものをエサに使う。先ほど私が言いましたのは、

ホールクロップサイレージですから、茎葉部分、

子実部分のすべてをサイレージする給与方法です

が、米そのものをエサにしたらどうだ、あるいは

そういうふうな方向に誘導する考えもあるんじゃ

ないかという提案も、実は受けていますけれども、

最終的には、私はそれは経済的にペイするなら、

別にそれは、私は問題ないと思うんです。ただ、

我が国の農地規模、それから気象条件、あるいは

もっと極端なことを言いますと人件費です。それ

から比べますとふ、そういつたほかの外国よりも、

安価で

いうとふ、正直言いまして、なかなかそれは難しい

のかなと感じております。従って我々としまして

は、さっき申しましたように、濃厚飼料を作ると

いう方向よりは、むしろすべての茎葉部分を含め

た、全体としての、トータルとしてのTDNの生産

量を増やすような方向で、やっぱり振興すべきで

はなかろうかなと考えているところです。

義平氏:ありがとうございました。

座長:はい、柏村さん。

相村氏(帯畜大):帯広畜産大学の柏村です。今、

こういう議論になっている中で、午のほうの立場

から考えると、今、繁殖のほうが非常に、受胎率

が悪くなってきていると思うんですね。ほとんど

傾向だ4思うんです。それからあとは、蹄の病気、

それか?乳房炎ですよね。明らかに僕は牛のほう

からの警告というか、悲鳴というか、そういうふ

うに受け取っているんですよね。ですから、アニ

マルウヰルフェアもいいかもしれないけれども、

こういう数値を逆に数値目標としてやっていけば、

放牧のやり方もいろいろな方法があるでしょうし、

つなぎのやり方もあると。明らかに僕は牛からの

警告だ記考えているのですが、近藤先生はいかが

でしょ号か。

近藤氏 :1まさにおっしゃる通りです。 1995年にデ

ンマー列で、国際酪農連盟(IDF:International 

Dairy F]ederation)の会議があったのですけれ

ども、そ川こでウェルフェアと、それからデイリー・

キャト lレ・ヘルスの問題のシンポジウムがあった

のです。|アメリカのスミス博士と、イギリスのド

ン・プ'11-ム博士と、あとスウェーデン人とフラ

ンス人件それから日本では私がしゃべったので

すけれ日も、各代表とも全部一致したのは、今、

先生が対っしゃった、蹄の件と乳房炎と繁殖障害、

この3つでほとんど乳牛の屠場行きが決まってし

まう。それをドン・ブルームが最後にまとめたの

ですけ料ども、明らかに搾り過ぎと体重が重くな

り過ぎたと。飼い方自体を変えないといかんよと

いうことなのです。結論的に言えば、もし乳牛の

ウェルフェアを考えるとしたら、そこのところを

考えていかなきゃ到達しないでしょうと。まあ、

それはみんな分かつているのです。それはこの問、

先生もご多加されたISAEの学会でもラムネス(歩

様異常)ゆ話のとき、最後はそこへいってしまう

のですけ仇ども、それはまさにウェルフェアの本

筋だし、にれからどう搾っていくかという問題も

あるのですけれども、ただ、今日私がご紹介した

のは、そ|ういう問題とは別に、経済的な規制とい

うか、法律的な規制がかかっちゃいますよと。本

質にはそ|ういうことなのだけど、そうじゃない問

乳生産とともに繁殖が悪くなるというのが、今の 題もありますよということを言っているのです。
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だから我々自体がそこのところを目指すというの

は、技術的にも、それから方向としても正しいこ

とかなと思いますけど。

座長:よろしいでしょうか。そろそろ時間がきた

のですが、まだきっといろいろご意見が・・。中

嶋さん、どうぞ。

中嶋氏:中嶋です、所属はありません。ちょっと

技術的な問題はすごしいろいろと解決はできる

と思うのですけれども、私が気になっているのは、

道内の農家のお話を聞くと、担い手の育成確保が

すごく問題だと思うのですよね。ここで道の方の

やっておられる、2番のところに担い手の育成確保

というようなことが書いてありますけれども、こ

れをどのように考えておられるのか。私はこれが

一番問題になるのじゃないかなと思っています。

それでちょっとどのようにお考えになっているか、

人口も減ってくるだろうし、特にEPAなんかで、

だいたい後継者がいるというのは、親もうまくい

っているのは子供にも継がせてやろうと思ってい

るのでしょうけれども、そうでなくてちょっとあ

まりうまくいってないところは、本人もつぶして

も嫌だし、親もこんな苦労をさせるのは悪いなと

いうことを考えているのが多いと思うのですけれ

ども、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。

上田氏:新規就農なんで、すけれども、まず酪農は

比較的これまで経営がよかったものですから、北

海道の農業部門の中でもかなり新規ずし農が多い分

野になります。今、事業はどういうのがあるかと

いったら、農場リース制度がありまして、離農し

た人の農場を新規就農者にある程度貸して、何年

かしたら買い上げてもらうということをやってい

まして、そういう事業を活用して今後もやってい

きたいと思います。また酪農ヘルパーって結構い

ると思うのですけれども、そういったヘルパーを

やっている人が将来的に新規就農する、そういっ

た離農した後に入り込むというノtターンも結構あ

りますので、そういったヘルパーとか既存のリー

ス事業等を活用して、新規就農を支援していきた

いなと思っております。

座長:よろしいでしょうか。それでは、だいたい

時間がきました。まだきっと言い足りない部分も

あろうかと思いますが、懇親会に出られる方は是

非そちらのほうで、もっと直接的にいろいろお話

をぶつけていただければと思います。最後といい

ますか、まとめではありませんけれども、座長と

して感じたこと等を、前田さんのほうからお願い

いたします。

座長(道立根釧農試:前田氏):私は今日のシンポ

ジウムは非常に新鮮な印象を持ちました。こうい

った皆さん、今日参加されている方、会員の方が

ほとんどだと思うのですが、おのおの所属される

研究会の中で、その研究会、独自の課題を持って

議論きれるケースが多いのですが、今日、私ども

が各研究会のほうで技術開発をしていくときにパ

ックボーンとなっています近代化計画の目標を実

現するのにどうしょうかと。私は草地研究会の担

当なのですが、飼料生産をどうしょうかという考

え、そこが柱になって、このような仕事をしてい

るわけですけれども、それをもっと行政の方のあ

る意味で本音のところがお聞きできましたし、そ

れに対して本当にこれを実現するためにどうする

かという、真書きな議論があったと思うのですが、

ただ、それは生産だけじゃなくて、今の近藤先生

からあった福祉の問題、それから食育の問題、あ

るいは後継者問題、非常に幅広い視点での議論が

できたというのは、逆に今出された問題というの

は、この後、私もそれを実現するために、どうい

うふうな取り組みをするのか、どういうふうな将

来を描いていくのかという意味での、非常に貴重

なキーワードになってくるのだろうと思います。

今回、議論いただいたことをベースに、たぶんこ

の後、各研究会、あるいは3学会合同で、さらに将

来を描く作業を進めていく中で、上田さんからあ

った目標実現のための課題を解決していくことで、
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目標実現のほうに関係者一丸となって努力という

のは大橋きんからありましたけれども、そういっ

た取り組みのIつになったのだろうと思っていま

す。

座長(干場氏):僕のほうからも一言、感想、といい

ますか、述べさせていただきたいのですけれども、

行政の大橋さんのほうから、かなり質問の中でも

一歩踏み込んで、いろいろお話をしていただいて、

大変ありがたかったと思っています。それから上

田さんのほうから非常に分かりやすく、北海道の

畜産の方針を極めて分かりやすく説明をしていた

だきまして、本当にありがとうござ、いました。そ

れから近藤さんのほうからは、新しい刺激を、こ

れから考えていかなくちゃならない刺激を与えて

いただいてありがとうご、ざいました。

先ほど申しましたように、この会は3つの学会、

研究会が合同でやろうということを、今までもや

ってきてはいるわけですが、京丑織として「北海道

畜産の将来を考える会」としてやった初めてのシ

ンポジウムになります。今日の話は、そのスター

トということで、まずは行政が考えていることを

知りながら、それで幅広く lつの研究分野だけでは

なく、いろいろな方向から実際の農業を見ながら、

実際の畜産を見ながら考えていこうということの

スタートだと思います。最終目標は北海道に合っ

た畜産で、アメリカの畜産でもないし、ニュージ

ーランドの畜産でもないし、デンマークの畜産で

もないと思います。北海道のそれぞれの地域に合

った畜産をどうやってつくっていくか、それに研

究の仲間がいかに寄与で、きるかということが一番

大事なことだと思います。そういう視点で研究を

行う必要があると思いますし、行政のほうや農家

さん、あるいは支援団体のほうとも、今後とも議

論をしたり教育をしたりしていかなくちゃならな

いと思います。そういう意味で、第l回目として非

常に貴重な講演をお聞きすることができましたし、

今後ともこういう将来をいろいろな方向から考え
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ていく母いうことに、ご協力をいただければと思

いますop人の演者の方々には大変素晴らしいご講

演をい時だ、きまして、あらためて拍手でお礼を申

し上げ存いと思います。どうもありがとうござい

ました。


